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　主な助言内容は、前年度同期と同様に、弁護士や建築
士の判断を示したものが多くみられます（図14）。「不具
合が生じている」相談（図12）の増加に伴い、「相談の事
象に対する建築士の判断」が前年度同期より増加している
と考えられます。

　相談終了後、利用者にアンケートを行った結果、前年
度同期と同様に、専門家相談を希望した理由は「弁護士と
建築士が同席して相談を聞いてくれるから」が最も多く、
86％の相談者から満足という感想を得ています（図15、
図16）。

図15　専門家相談を希望した理由
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図14　主な助言内容
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リフォーム見積チェックサービス
　リフォームの見積書を取得した消費者からの相談に対し、
電話で助言を行うリフォーム見積チェックサービスを実施し
ています。
　2013年度上半期におけるリフォーム見積チェックサー
ビスの受付件数は454件で、前年度同期に比べ約2倍に
なりました（図17）。このうち、見積書の送付を受けた相
談は285件です。

図18　住宅形式
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　以下、2013年度上半期の状況について記載します。
住宅形式は、「戸建住宅」が81％、「共同住宅」が19％
となっています（図18）。

　相談者の90％が「単価や合計金額は適正か」について
相談しています。また、相談者の約半数が、「工事内容や
工事項目は適切か」について併せて相談しています（図
20）。

　見積書を取得した事業者の数は、72％の相談者が「1社」
となり、2社以上（「2社」と「3社以上」）は28％にとどまって
います（図19）。

　図20の相談内容に対して、相談者の約8割に「工事範
囲や工事内容の確認点」と「数量や単価」について併せて
助言を行っています（図21）。また、「法律や制度につい
ての助言」や「技術的な助言」も行うなど、様々な側面か
ら助言を行っています。

（n=441）

図19　相談者が見積書を取得した事業者の数
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図17　リフォーム見積チェックサービスの件数
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図20　主な相談内容
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図21　主な助言内容
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44 住宅紛争処理支援
　住宅品確法および住宅瑕疵担保履行法に基づき、評価
住宅および保険付き住宅の紛争処理支援業務を行ってい
ます。
　2013年度上半期において受け付けられた評価住宅お
よび保険付き住宅の紛争処理の申請受付件数は75件で、
前年度同期に比べて23％増加しています（図22）。75
件のうち、紛争処理を申請する前に専門家相談を実施し
ている件数は、57件（76％）です。

図23　終結状況
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　2013年度上半期における終結事件は70件で、制度
開始後の累計件数は493件となりました。半数以上が調
停等の成立により解決しています（図23）。　

図22　申請受付件数の推移
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※集計は「不明」を除いて行っています。
※グラフ等の割合（％）は四捨五入等の結果、合計しても 100％にならない場合があります。
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